


資料６－１

向日市国民保護計画に定める事項（法第１６条及び第３５条関係）

○ 向日市の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項

：法第３５条第２項第１号

○ 向日市が実施する国民の保護のための措置に関する事項

・警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措

：法第１６条第１項第１号置

・救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置

：法第１６条第２項第２号

・避難の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力

：法第１６条第２項第３号攻撃災害への対処に関する措置

：法第１６条第２項第４号・水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置

：法第１６条第２項第５号・武力攻撃災害の復旧に関する措置

○ 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する

：法第３５条第２項第３号事項

○ 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項

：法第３５条第２項第４号

○ 国民の保護のための措置を実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連

：法第３５条第２項第５号携に関する事項

○ 向日市の区域に係る国民の保護のための措置に関し向日市長が必要と認める事項

：法第３５条第２項第６号


